
（1）　令和６年３月29日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報

目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

規

則

〇
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
社
会
福
祉
課
）　
　

一

〇
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
医
療
人
材
対
策
室
）　
　

三

〇
指
定
難
病
等
に
係
る
看
護
人
等
派
遣
費
用
交
付
規
則�

（
疾
病
・
感
染
症
対
策
課
）　
　

四

〇
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
の
患
者
に
係
る
介
護
人
派
遣
費
用
交
付
規
則
を
廃
止
す
る
規

則�

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
）　
　

五

〇
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

六

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
療
育
手
帳
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�
（　
　

同　
　

）　

一
七

〇
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�
（　
　

同　
　

）　

二
五

〇
在
宅
心
身
障
害
者
保
養
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

二
五

〇
障
害
者
支
援
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

二
五

〇
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す�

る
規
則�

（
精
神
保
健
推
進
室
）　

二
五

告

示

〇
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
保
健
所
使
用
料
等
条
例
第
二�

条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
等
の
額
）
の
一
部
改
正�

（
保
健
福
祉
総
務
課
）　

二
五

〇
女
性
相
談
員
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示�

（
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
）　

二
六

規

則

　

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
九
号

　
　
　
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
平
成
元
年
宮
城
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
の
二
（
そ
の
一
）
中

発　　　　行
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号外第９号　令和６年３月29日　金曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
五
号
中
「

次

　
　

長

」
を
「

総
括
次
長

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
、
様
式
第
十
一
号
及
び
様
式
第
十
二
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「

次　

　

長

」
を
「

総
括
次
長

」
に
、

「　
　
　
　
　
　
住
　
所

申
請
者
　
　
　
氏
　
名

　
　
　
　
　
　
患
者
と
の
関
係

」
を
「　

　
　
　
　
　
住
　
所

申
請
者
　
　
　
氏
　
名

　
　
　
　
　
　
患
者
と
の
関
係

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
五
号
中
「

次　

　

長

」
を
「

総
括
次
長

」
に
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
五
号
の
二
中
「

次　

　

長

」
を
「

総
括
次
長

」
に
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

「
保
険
者
番
号

被
保
険
者
番
号

要
介
護
状
態
区
分

要
支
援
1・
2，
要
介
護
1・
2・
3・
4・
5

認
定
有
効
期
間

�
年
　
月
　
日
か
ら
　
年
　
月
　
日
ま
で

要
介
護
状
態
区
分

要
支
援
1・
2，
要
介
護
1・
2・
3・
4・
5

認
定
有
効
期
間

�
年
　
月
　
日
か
ら
　
年
　
月
　
日
ま
で

要
介
護
状
態
区
分

要
支
援
1・
2，
要
介
護
1・
2・
3・
4・
5

認
定
有
効
期
間

�
年
　
月
　
日
か
ら
　
年
　
月
　
日
ま
で

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
名

事
業
者
コ
ー
ド

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
名

事
業
者
コ
ー
ド

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
（
※
下
記
表
「
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
」
に
当
該
番
号
を
記
入
）

①
訪
問
介
護
，
②
訪
問
入
浴
介
護
，
③
訪
問
看
護
，
④
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
，
⑤
居
宅
療
養
管
理
指
導
，
⑥
通
所
介
護
，
⑦
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
�

ー
シ
ョ
ン
，
⑧
短
期
入
所
生
活
介
護
，
⑨
短
期
入
所
療
養
介
護
，
⑩
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
，
⑪
福
祉
用
具
貸
与
，
⑫
特
定
福
祉
用
具
販
売
，
⑬

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
，
⑭
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
，
⑮
地
域
密
着
型
通
所
介
護
，
⑯
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
，
⑰
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
，
⑱
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
，
⑲
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
，
⑳
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生

活
介
護
，
㉑
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
，
㉒
居
宅
介
護
支
援
，
㉓
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
，
㉔
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
，
㉕
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
，

㉖
介
護
予
防
訪
問
介
護
，
㉗
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
，
㉘
介
護
予
防
訪
問
看
護
，
㉙
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
，
㉚
介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導
，
㉛
介
護
予
防
通
所
介
護
，
㉜
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
，
㉝
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
，
㉞
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
，
㉟
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
，
㊱
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
，
㊲
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
，
㊳
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
，
㊴
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
，
㊵
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
，
㊶
介
護
予
防
支
援

」

を

「
保
険
者
番
号

被
保
険
者
番
号

要
介
護
状
態
区
分

要
支
援
1・
2、
要
介
護
1・
2・
3・
4・
5

認
定
有
効
期
間

�
年
　
月
　
日
か
ら
　
年
　
月
　
日
ま
で

要
介
護
状
態
区
分

要
支
援
1・
2、
要
介
護
1・
2・
3・
4・
5

認
定
有
効
期
間

�
年
　
月
　
日
か
ら
　
年
　
月
　
日
ま
で

要
介
護
状
態
区
分

要
支
援
1・
2、
要
介
護
1・
2・
3・
4・
5

認
定
有
効
期
間

�
年
　
月
　
日
か
ら
　
年
　
月
　
日
ま
で

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
名

事
業
者
コ
ー
ド

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
名

事
業
者
コ
ー
ド

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
（
※
下
記
表
「
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
」
に
当
該
番
号
を
記
入
）

①
訪
問
介
護
、
②
訪
問
入
浴
介
護
、
③
訪
問
看
護
、
④
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
⑤
居
宅
療
養
管
理
指
導
、
⑥
通
所
介
護
、
⑦
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
、
⑧
短
期
入
所
生
活
介
護
、
⑨
短
期
入
所
療
養
介
護
、
⑩
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
⑪
福
祉
用
具
貸
与
、
⑫
特
定
福
祉
用
具
販
売
、
⑬
定
期
巡
回
・
随

時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
、
⑭
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
⑮
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
⑯
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
⑰
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
⑱
認

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
⑲
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
⑳
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
㉑
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

（
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
）、
㉒
居
宅
介
護
支
援
、
㉓
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
㉔
介
護
老
人
保
健
施
設
、
㉕
介
護
医
療
院
、
㉖
介
護
予
防
訪
問
入
浴

介
護
、
㉗
介
護
予
防
訪
問
看
護
、
㉘
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
㉙
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
、
㉚
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、

㉛
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
㉜
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
、
㉝
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
㉞
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
、
㉟
特
定

介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
、
㊱
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
㊲
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
㊳
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
、
㊴
介
護
予
防
支
援
、
㊵
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
、
㊶
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
、
㊷
そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
、
㊸
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

」

に
改
め
る
。



（3）　令和６年３月29日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
十
五
号
の
三
中
「

次　

　

長

」
を
「

総
括
次
長

」
に
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
か
ら
様
式
第
十
八
号
ま
で
の
様
式
、
様
式
第
二
十
四
号
及
び
様
式
第
二
十
五
号
、
様
式
第
二
十
七
号

か
ら
様
式
第
二
十
九
号
ま
で
の
様
式
、
様
式
第
三
十
一
号
並
び
に
様
式
第
三
十
三
号
か
ら
様
式
第
三
十
六
号
ま
で
の
様

式
中
「，
」
を
「、

」
に
改
め
る
。

「申
請
者　
住
所

　
　
　
　
氏
名

　
　
　
　
個
人
番
号

」

　

様
式
第
三
十
七
号
中
「申

請
者　
住
所

　
　
　
　
氏
名

」
を

に
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
七
号
の
二
及
び
様
式
第
三
十
七
号
の
三
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
七
号
の
四
中
「

申
請
者　
　
　
　
　
　
　
　
住
所

（大
学
等
に
進
学
す
る
者

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名

」
を

「

申
請
者　
　
　
　
　
　
　
　
住
所

（大
学
等
に
進
学
す
る
者

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個
人
番
号

」
に
、「，
」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
七
号
の
五
か
ら
様
式
第
四
十
二
号
ま
で
の
様
式
中
「，
」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
改
正
後
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

�

　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
号

　
　
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
成
績
証
明
書
等
の
交
付
申
請
）

第�

十
四
条　

衛
生
技
術
者
養
成
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
一
号
）
に
よ

る
改
正
前
の
衛
生
技
術
者
養
成
施
設
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
た
宮
城

県
総
合
衛
生
学
院
又
は
衛
生
技
術
者
養
成
施
設
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
令
和
六
年
宮
城
県
条
例
第
十
七
号
）
に
よ

る
廃
止
前
の
衛
生
技
術
者
養
成
施
設
条
例
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
た
宮
城
県
高
等
看
護
学
校
に
係
る
成
績
証
明
書
、

卒
業
証
明
書
又
は
単
位
修
得
証
明
書
の
交
付
申
請
は
、
様
式
第
十
一
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
削
る
。

　

第
十
八
条
中
「
様
式
第
十
五
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
九
条
中
「
様
式
第
十
六
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
二
十
条
中
「
様
式
第
十
七
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　

様
式
第
三
号
、
様
式
第
五
号
、
様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
九
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
十
二
号
か
ら
様
式
第
十
四
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
十
五
号
を
様
式
第
十
二
号
と
し
、
様
式
第
十
六
号
を
様

式
第
十
三
号
と
し
、
様
式
第
十
七
号
を
様
式
第
十
四
号
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

�

　

指
定
難
病
等
に
係
る
看
護
人
等
派
遣
費
用
交
付
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
一
号

　
　
　
指
定
難
病
等
に
係
る
看
護
人
等
派
遣
費
用
交
付
規
則

　

（
目
的
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
在
宅
の
難
病
の
患
者
が
、
主
と
し
て
当
該
患
者
を
常
時
介
護
す
る
者
（
以
下
「
介
護
者
」
と

い
う
。）
の
病
気
治
療
や
休
息
等
の
理
由
に
よ
り
、
一
時
的
に
在
宅
で
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
か
つ
、

病
状
等
の
理
由
に
よ
り
移
送
が
困
難
な
場
合
そ
の
他
の
一
時
入
院
が
難
し
い
場
合
に
、
当
該
患
者
を
介
護
者
に
代

わ
っ
て
看
護
し
、
又
は
介
護
す
る
者
（
以
下
「
看
護
人
等
」
と
い
う
。）
を
当
該
患
者
宅
に
派
遣
す
る
た
め
の
費
用
（
以

下
「
看
護
人
等
派
遣
費
用
」
と
い
う
。）
を
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
で
交
付
し
、
当
該
患
者
の
安
定
し
た
療
養
生
活

の
確
保
と
介
護
者
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
受
給
の
対
象
者
等
）

第�

二
条　

看
護
人
等
派
遣
費
用
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
（
以
下
「
受
給
者
」
と
い
う
。）
は
、
指
定
難
病
（
難

病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

難
病
を
い
う
。）又
は
特
定
疾
患（
特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
二
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
疾
患
を
い
う
。）（
以
下
こ
れ
ら
を
「
指
定
難
病
等
」
と
い
う
。）
に
罹
患
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、

か
つ
、
当
該
指
定
難
病
等
を
主
た
る
要
因
と
し
て
在
宅
で
人
工
呼
吸
器
を
使
用
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
県
内
に
住

所
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

看
護
人
等
派
遣
費
用
の
交
付
の
対
象
と
な
る
看
護
人
等
の
派
遣
の
範
囲
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　

（
認
定
）

第
三
条　

受
給
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
11号

収
入
証
紙

成
績
証
明
書
等
交
付
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
殿

�
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
連
絡
先
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
成
績
証
明
書
等
交
付
申
請
を
し
ま
す
。記

養
成
所
・
学
科
名

卒
業
年
度

�
年
度

氏
名

（
卒
業
時
の
氏
名
）

生
年
月
日

必
要
な
証
明
書

通
数

成
績
証
明
書

卒
業
証
明
書

単
位
修
得
証
明
書

申
請
理
由

（
使
用
目
的
）

※
宮
城
県
総
合
衛
生
学
院
に
関
す
る
申
請
の
際
に
は
、
学
科
名
を
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

※
�卒
業
時
と
氏
名
が
異
な
る
場
合
は
、
卒
業
時
の
氏
名
を
必
ず
記
入
す
る
こ
と
（
卒
業
時
の
氏
名
で
の
証
明
に
な

り
ま
す
）。

・
提
出
書
類

　
□
成
績
証
明
書
等
交
付
申
請
書

　
□
宮
城
県
収
入
証
紙
（
１
枚
当
た
り
400円

）
　
□
返
信
用
封
筒
（
返
送
先
の
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
を
明
記
し
、
必
要
な
郵
便
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）

　
□
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
の
写
し
、
健
康
保
険
証
の
写
し
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
写
し
等
）

　
□
戸
籍
抄
本
（
卒
業
時
の
氏
名
と
異
な
る
場
合
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
か
ら
は
記
入
不
要
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

発
行
日
：
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
証
明
書
番
号
：
第
　
　
　
　
号
　
　
送
付
日
：
　
年
　
　
月
　
　
日



（5）　令和６年３月29日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報

２�　

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
の
う
ち
看
護
人
等
派
遣
費
用
を
負
担
す

る
も
の
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
受
給
者
と
認
定
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
有
効
期
間
）

第
四
条　

前
条
第
一
項
の
認
定
の
有
効
期
間
は
、
一
年
以
内
と
す
る
。

２�　

前
項
に
規
定
す
る
認
定
の
有
効
期
間
（
当
該
認
定
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
を
受
け
た

と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
更
新
を
受
け
た
認
定
の
有
効
期
間
）
の
満
了
後
引
き
続
き
当
該
認
定
に
係
る
受
給
者
と
な

ろ
う
と
す
る
者
は
、
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

　

（
認
定
の
取
消
し
）

第�

五
条　

知
事
は
、
受
給
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
受
給
者
の
認
定
を
取
り

消
す
も
の
と
す
る
。

　

一　

入
院
期
間
が
三
月
を
超
え
る
と
き
。

　

二　

人
工
呼
吸
器
の
装
着
を
中
止
し
、
又
は
中
断
し
た
と
き
。

　

三　

県
内
の
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
か
ら
消
除
さ
れ
た
と
き
。

２�　

前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
委
任
）

第
六
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
の
患
者
に
係
る
介
護
人
派
遣
費
用
交
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
二
号

　
　
　
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
の
患
者
に
係
る
介
護
人
派
遣
費
用
交
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
の
患
者
に
係
る
介
護
人
派
遣
費
用
交
付
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
六
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
三
号

　
　
　
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
第
三
条
第
七
号
」
を
「
第
三
条

第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
第
三
条
第
八
号
」
を
「
第
三
条
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第
三

条
第
九
号
」
を
「
第
三
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
第
三
条
第
十
号
」
を
「
第
三
条
第
十
一
号
」
に
改

め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
附
則
第
七
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
八
号
中
「
第

六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
第
三
十
一
条
第
七
号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
八
号
」
に
改
め
、
同

項
第
十
号
中
「
第
三
十
一
条
第
八
号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第
三
十
一
条
第
九

号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
第
三
十
一
条
第
十
号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
十
一
号
」

に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
附
則
第
八
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
第
八
条
第
四
項
」
を
「
第
八
条
第
五
項
」
に
、「
第
三
十
一
条
の
六
第
四
項
」
を
「
第
三
十
一

条
の
六
第
五
項
」
に
、「
第
三
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
五
項
」
に
、「
附
則
第
七
条
第
五
項
」
を
「
附
則

第
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
三
条
」
を
「
附
則
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号

中
「
附
則
第
七
条
第
一
項
各
号
」
を
「
附
則
第
八
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
附
則
第
八
条
第
一

項
各
号
」
を
「
附
則
第
九
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
附
則
第
七
条
第
九
項
若
し
く
は
政
令
附
則
第
八
条
第
三
項
」
を
「
附
則

第
八
条
第
九
項
若
し
く
は
政
令
附
則
第
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
様
式
、
様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
の
様
式
及
び
様
式
第
十
号
中

「，
」
を
「、

」
に
改
め
る
。

「申
請
者

　
　
　
　
氏　
名

　
　
（借

受
者
と
の
関
係

）
」

　

様
式
第
十
六
号
中
「借

受
者

　
　
　
　
氏　
名

」
を

に
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。
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「申
請
者

　
　
　
　
氏　
名

　
　
（借

受
者
と
の
関
係

）
」

　

様
式
第
十
七
号
中
「借

受
者

　
　
　
　
氏　
名

」
を

に
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の

と
み
な
す
。

�

　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
四
号

　
　
　
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
納
入
通
知
票
」
を
「
納
入
通
知
書
又
は
口
座
振
替
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「に

よ
り

」
を
「又

は
毎
月
の
口
座
振
替
に
よ
り

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
７
号
（
第
５
条
関
係
）

加
入
（
口
数
追
加
）
不
承
認
通
知
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
申
込
み
の
あ
り
ま
し
た
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
（
へ

の
加

入
に
お
け
る
口
数
追
加
）

は
、
下
記
に
よ
り
承
認
で
き
ま
せ
ん
の
で
通
知
し
ま
す
。記

加
入
者
氏
名
障
害
者
氏
名
不

承
認

の
理

由
備

考

（
教
示
）

１
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

３
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
（
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表

す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）、
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
処
分
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
又

は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。



（7）　令和６年３月29日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
一
号
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
12号
（
第
７
条
関
係
）

掛
金
減
免
却
下
通
知
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
申
請
の
あ
り
ま
し
た
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
掛
金
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
下
記

の
理
由
に
よ
り
却
下
し
ま
す
。

記

（
教
示
）

１
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３

か
月
以
内
に
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し

た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６

か
月
以
内
（
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者

は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）、
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
処
分

又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
又
は
裁
決
の
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
。



号外第９号　令和６年３月29日　金曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
十
三
号
、
様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
十
六
号
か
ら
様
式
第
十
九
号
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改

め
る
。

　

様
式
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
20号
（
第
11条
関
係
）

年
金
（
加
算
額
）
不
支
給
決
定
通
知
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
請
求
の
あ
り
ま
し
た
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
第
10条
第
１
項
に
よ
る
年
金
の

支
給
に
つ
い
て
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
支
給
し
な
い
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

加
入

番
号

加
入

者
氏

名

障
害
者
氏
名

年
金
管
理
者
氏
名

（
理
　
由
）

（
教
示
）

１
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

３
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
（
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表

す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）、
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
処
分
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
又

は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。



（9）　令和６年３月29日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
第
二
十
一
号
及
び
様
式
第
二
十
二
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
23号
（
第
13条
関
係
）

年
金
証
書
番
号

年
金
支
給
停
止
決
定
通
知
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
第
10条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
て
い
る
年
金
は
、
次
の
と
お
り
支
給
を
停
止
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

　
お
っ
て
、
年
金
支
給
停
止
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

支
給
停
止
の
事
由

支
給
停
止
の
期
間
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
か
ら
上
記
の
年
金
支
給
停
止
の
事
由
が
消
滅
し

た
日
の
属
す
る
日
の
前
月
ま
で

備
　
考

（
教
示
）

１
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

３
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
（
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表

す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）、
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
処
分
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
又

は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。



号外第９号　令和６年３月29日　金曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
二
十
四
号
か
ら
様
式
第
二
十
六
号
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
2７号
（
第
15条
関
係
）

加
入
番
号

弔
慰
金
（
加
算
金
）
不
支
給
決
定
通
知
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
請
求
の
あ
り
ま
し
た
弔
慰
金
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
支
給
し
な
い
こ
と
に

決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

支
給
対
象
障
害
者
氏
名

不
支
給
と
な
っ
た
理
由

（
備
　
考
）

（
教
示
）

１
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

３
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
（
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表

す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）、
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
処
分
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
又

は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。



（11）　令和６年３月29日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
二
十
八
号
及
び
様
式
第
二
十
九
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
30号
（
第
16条
関
係
）

加
入
番
号

脱
退
一
時
金
不
支
給
決
定
通
知
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
請
求
の
あ
り
ま
し
た
脱
退
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
支
給
し
な
い
こ

と
に
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

不
支
給
と
な
っ
た
理
由

（
備
　
考
）

（
教
示
）

１
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

３
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
（
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表

す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）、
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
処
分
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
又

は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。



号外第９号　令和６年３月29日　金曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
三
十
一
号
か
ら
様
式
第
三
十
五
号
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

�

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
五
号

　
　
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
中
「
様
式
第
一
号
の
二
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
様
式
第
一
号
」
を
「
様
式
第
一
号
の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
様
式
第
十
六
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
十
七
号
」
を

「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
十
八
号
」
を
「
様
式
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八

条
と
す
る
。

　

第
十
六
条
中
「
様
式
第
十
五
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
四
条

と
す
る
。

　

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
申
請
）

第�

十
三
条　

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の
交
付
の
申
請
は
、
様
式
第
十
号
の
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
申

請
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「（　

）」
を
削
り
、「身

体
障
害
者
等
等
級
に
よ
る
級
別

」
を
「身

体
障
害
者
等
級
表
に
よ
る
級
別

」

「一、

」

「二、

」

「三、

」

「四、

」

「五、

」

に
、「一

」
を

に
、「二

」
を

に
、「三

」
を

に
、「四

」
を

に
、「五

」
を

に
、

「六、

」

「七、

」

「八、

」

「六

」
を

に
、「七

」
を

に
、「八

」
を

に
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
備
考
を
削
る
。

　

様
式
第
七
号
（
そ
の
１
表
）
か
ら
様
式
第
七
号
（
そ
の
２
裏
）
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
（
そ
の
３
）
中
「多

角
的
聴
覚
検
査

」
を
「他

覚
的
聴
覚
検
査

」
に
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
（
そ
の
４
）
中
「．

」
及
び
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
（
そ
の
５
）
及
び
様
式
第
七
号
（
そ
の
６
）
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
（
そ
の
７
）
中
「も

の
，
又
は

」
を
「も

の
又
は

」
に
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
（
そ
の
８
）
か
ら
様
式
第
七
号
（
そ
の
14
表
）
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
（
そ
の
14
裏
）
中
「，

肺
炎

」
を
「、

肺
炎

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
（
そ
の
15
表
）
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
（
そ
の
15
裏
）
中
「で

あ
っ
て
，

」
を
「で

あ
っ
て
、

」
に
、「，

1，
2，
4

」
を
「、

1、
2、
4

」
に
、�

「，
症
状

」
を
「、

症
状

」
に
、「，

日
常
生
活

」
を
「、

日
常
生
活

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
別
紙
及
び
様
式
第
八
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「に

よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

」
を
「第

15条
の
規
定
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
申
請

」

に
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（13）　令和６年３月29日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
10号
（
第
13条
関
係
）

（
表
）

身
体
障
害
者
手
帳
交
付
申
請
書

�
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

写
真
貼
付
欄

（
た
て
４
㎝
×
よ
こ
３
㎝
）

・
白
黒
可
、
コ
ピ
ー
不
可

・
�写
真
は
脱
帽
し
て
上
半
身
を

写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

【
本
人
】

フ
リ
ガ
ナ

氏
　
　
名

生
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　
　

居
住
地

個
人
番
号

電
話
番
号

【
保
護
者
】
　
※
本
人
が
15歳
未
満
の
場
合
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

フ
リ
ガ
ナ

氏
　
　
名

生
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　
　

居
住
地

□
本
人
に
同
じ

本
人
と
の
続
柄

電
話
番
号

　
私
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
15条
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
い
の
で
、
関
係
書

類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

（
備
考
）

　
１
�　
身
体
障
害
の
あ
る
15歳
未
満
の
児
童
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
が
代
わ
っ
て
申
請
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
場
合
に
は
、
保
護
者
の
欄
に
も
必
要
事
項
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
２
�　
本
人
氏
名
（
本
人
が
15歳
未
満
で
あ
る
場
合
は
保
護
者
氏
名
）
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
署
名
の
い

ず
れ
か
と
し
て
く
だ
さ
い
。

（
裏
）

【
市
町
村
記
入
】
　
個
人
番
号
確
認
シ
ー
ト
　

　
※
不
備
が
あ
る
場
合
、
県
受
付
不
可
。　

�１
　
申
請
方
法
及
び
申
請
者
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

　
⑴
　
申
請
方
法
　
　
□
　
対
面
　
□
　
郵
送
　
□
　
オ
ン
ラ
イ
ン
　
□
　
電
話
　

　
⑵
　
申
 請
 者
　
　
□
　
本
人
　
□
　
代
理
人

２
　
個
人
番
号
の
収
集
に
用
い
た
書
類
等
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

□
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
　
旧
通
知
カ
ー
ド

　
　
※
現
「
個
人
番
号
通
知
書
」
は
、
個
人
番
号
を
証
す
る
書
類
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。

□
　
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
ま
た
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

□
　
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
　
※
原
則
使
用
し
な
い
こ
と

　
※
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
場
合
は
、
下
の
全
て
に
留
意
し
、
全
て
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

　
□
�　
他
の
方
法
に
よ
る
番
号
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
、
又
は
記
載
事
項
の
不
備
と
し
て
個
人

番
号
の
記
入
を
申
請
者
に
求
め
た
が
記
入
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
□
　
氏
名
・
生
年
月
日
・
住
所
の
３
情
報
以
上
を
用
い
て
照
会
し
、
個
人
番
号
を
収
集
し
た
。

□
　
そ
の
他
　
※
デ
ジ
タ
ル
庁
作
成
「
本
人
確
認
の
措
置
」
を
参
照
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

３
　
身
元
確
認
で
用
い
た
書
類
等
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

□
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
　
写
真
付
き
身
分
証
明
書
（
障
害
者
手
帳
を
含
む
）
　
…
　
１
点

□
　
写
真
無
し
身
分
証
明
書
ま
た
は
公
的
書
類
　
…
…
…
…
　
２
点

　
　
１
点
目
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
２
点
目
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

□
　
そ
の
他
　
※
デ
ジ
タ
ル
庁
作
成
「
本
人
確
認
の
措
置
」
を
参
照
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

４
　
個
人
番
号
の
収
集
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

市
町
村
担
当
者
　
押
印（
サ
イ
ン
）欄

受
付
担
当
者

進
達
担
当
者



号外第９号　令和６年３月29日　金曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
11号
（
第
14条
関
係
）

（
表
）

身
体
障
害
者
手
帳
居
住
地
・
氏
名
変
更
届
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
フ
リ
ガ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
生
　
　

�
個
人
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
私
は
、　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
下
記
の
と
お
り
、　
　
居
住
地
　
・
　
氏
名
　
　
を
変
更

し
ま
し
た
の
で
、
届
け
出
ま
す
。
ま
た
、
旧
居
住
地
か
ら
障
害
に
関
す
る
資
料
を
取
り
寄
せ
る
こ
と
に
同
意
し

ま
す
。

記

１
新
居
住
地

旧
居
住
地

２
新

氏
名

旧
氏

名

手
帳
番
号

　
　
　
　
都
・
道
・
府
・
県
・
市

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

交
付
年
月
日

年
　
　
月
　
　
日
　

障
害

名
障
害
等
級

種
　
　
　
　
　
級
　

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
身
体
障
害
者
手
帳
記
載
済

市
（
社
会
）
福
祉
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　

町
村
障
害
福
祉
担
当
課
　
　
　
　
　
　
　
　

担
当
者
名
（
　
　
　
　
　
）
　
　
　

第
　
　
　
　
　
　
　
号
　

年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

市
福
祉
事
務
所
長
　
　
　
　
　

町
　
　
村
　
　
長
　
　
印
　
　

　
上
記
の
と
お
り
身
体
障
害
者
手
帳
居
住
地
・
氏
名
変
更
届
が
あ
っ
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

　
（
備
考
）

　
氏
名
は
記
名
押
印
又
は
署
名
の
い
ず
れ
か
と
し
て
く
だ
さ
い
。

（
裏
）

【
市
町
村
記
入
】
　
個
人
番
号
確
認
シ
ー
ト
　

　
※
不
備
が
あ
る
場
合
、
県
受
付
不
可
。　

�１
　
申
請
方
法
及
び
申
請
者
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

　
⑴
　
申
請
方
法
　
　
□
　
対
面
　
□
　
郵
送
　
□
　
オ
ン
ラ
イ
ン
　
□
　
電
話
　

　
⑵
　
申
 請
 者
　
　
□
　
本
人
　
□
　
代
理
人

２
　
個
人
番
号
の
収
集
に
用
い
た
書
類
等
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

□
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
　
旧
通
知
カ
ー
ド

　
　
※
現
「
個
人
番
号
通
知
書
」
は
、
個
人
番
号
を
証
す
る
書
類
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。

□
　
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
ま
た
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

□
　
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
　
※
原
則
使
用
し
な
い
こ
と

　
※
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
場
合
は
、
下
の
全
て
に
留
意
し
、
全
て
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

　
□
�　
他
の
方
法
に
よ
る
番
号
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
、
又
は
記
載
事
項
の
不
備
と
し
て
個
人

番
号
の
記
入
を
申
請
者
に
求
め
た
が
記
入
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
□
　
氏
名
・
生
年
月
日
・
住
所
の
３
情
報
以
上
を
用
い
て
照
会
し
、
個
人
番
号
を
収
集
し
た
。

□
　
そ
の
他
　
※
デ
ジ
タ
ル
庁
作
成
「
本
人
確
認
の
措
置
」
を
参
照
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

３
　
身
元
確
認
で
用
い
た
書
類
等
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

□
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
　
写
真
付
き
身
分
証
明
書
（
障
害
者
手
帳
を
含
む
）
　
…
　
１
点

□
　
写
真
無
し
身
分
証
明
書
ま
た
は
公
的
書
類
　
…
…
…
…
　
２
点

　
　
１
点
目
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
２
点
目
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

□
　
そ
の
他
　
※
デ
ジ
タ
ル
庁
作
成
「
本
人
確
認
の
措
置
」
を
参
照
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

４
　
個
人
番
号
の
収
集
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

市
町
村
担
当
者
　
押
印（
サ
イ
ン
）欄

受
付
担
当
者

進
達
担
当
者



（15）　令和６年３月29日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
12号
（
第
15条
関
係
）

（
表
）

身
体
障
害
者
手
帳
再
交
付
申
請
書

�
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

【
本
人
】

写
真
貼
付
欄

（
た
て
４
㎝
×
よ
こ
３
㎝
）

・
白
黒
可
、
コ
ピ
ー
不
可

・
�写
真
は
脱
帽
し
て
上
半
身
を

写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

フ
リ
ガ
ナ

氏
　
　
名

生
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　
　

居
住
地

個
人
番
号

電
話
番
号

【
保
護
者
】
　
※
本
人
が
15歳
未
満
の
場
合
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

フ
リ
ガ
ナ

氏
　
　
名

生
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　
　

居
住
地

□
本
人
に
同
じ

本
人
と
の
続
柄

電
話
番
号

　
私
は
、
さ
き
に
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
ま
し
た
が
　
　

関
係
書
類
を
添
え
て
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

旧
手
帳
番
号

　
　
　
　
　
　
都
・
道
・
府
・
県
・
市

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
交
付
　

障
害
名

　
　
　
　
　
種
　
　
　
　
　
級

（
備
考
）

　
１
�　
身
体
障
害
の
あ
る
15歳
未
満
の
児
童
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
が
代
わ
っ
て
申
請
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
保
護
者
の
欄
に
も
必
要
事
項
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
２
�　
本
人
氏
名
（
本
人
が
15歳
未
満
で
あ
る
場
合
は
保
護
者
氏
名
）
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
署
名
の

い
ず
れ
か
と
し
て
く
だ
さ
い
。

（
裏
）

【
市
町
村
記
入
】
　
個
人
番
号
確
認
シ
ー
ト
　

　
※
不
備
が
あ
る
場
合
、
県
受
付
不
可
。　

�１
　
申
請
方
法
及
び
申
請
者
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

　
⑴
　
申
請
方
法
　
　
□
　
対
面
　
□
　
郵
送
　
□
　
オ
ン
ラ
イ
ン
　
□
　
電
話
　

　
⑵
　
申
 請
 者
　
　
□
　
本
人
　
□
　
代
理
人

２
　
個
人
番
号
の
収
集
に
用
い
た
書
類
等
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

□
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
　
旧
通
知
カ
ー
ド

　
　
※
現
「
個
人
番
号
通
知
書
」
は
、
個
人
番
号
を
証
す
る
書
類
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。

□
　
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
ま
た
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

□
　
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
　
※
原
則
使
用
し
な
い
こ
と

　
※
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
場
合
は
、
下
の
全
て
に
留
意
し
、
全
て
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

　
□
�　
他
の
方
法
に
よ
る
番
号
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
、
又
は
記
載
事
項
の
不
備
と
し
て
個
人

番
号
の
記
入
を
申
請
者
に
求
め
た
が
記
入
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
□
　
氏
名
・
生
年
月
日
・
住
所
の
３
情
報
以
上
を
用
い
て
照
会
し
、
個
人
番
号
を
収
集
し
た
。

□
　
そ
の
他
　
※
デ
ジ
タ
ル
庁
作
成
「
本
人
確
認
の
措
置
」
を
参
照
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

３
　
身
元
確
認
で
用
い
た
書
類
等
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

□
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
　
写
真
付
き
身
分
証
明
書
（
障
害
者
手
帳
を
含
む
）
　
…
　
１
点

□
　
写
真
無
し
身
分
証
明
書
ま
た
は
公
的
書
類
　
…
…
…
…
　
２
点

　
　
１
点
目
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
２
点
目
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

□
　
そ
の
他
　
※
デ
ジ
タ
ル
庁
作
成
「
本
人
確
認
の
措
置
」
を
参
照
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

４
　
個
人
番
号
の
収
集
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

市
町
村
担
当
者
　
押
印（
サ
イ
ン
）欄

受
付
担
当
者

進
達
担
当
者

紛
失
し
ま
し
た
の
で

破
損
し
使
用
に
堪
え
ま
せ
ん
の
で

障
害
程
度
が
変
更
し
ま
し
た
の
で

新
し
い
障
害
が
追
加
に
な
り
ま
し
た
の
で

再
認
定
の
た
め

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 ）

⎧⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎩

⎫⎜⎜⎜⎬⎜⎜⎜⎭



号外第９号　令和６年３月29日　金曜日 （16）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
13号
（
第
16条
関
係
）

（
表
）

身
体
障
害
者
手
帳
返
還
届

�
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
者
は
、　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
た
め
身
体
障
害
者
手
帳
を

返
還
し
ま
す
。

記

返
　
還
　
者

住
　
　
所

氏
　
　
名

個
人
番
号

※
本
人
死
亡
に
よ
る
返
還
時
は
記
入
不
要
で
す
。

身
体
障
害
者
手
帳
番
号

　
　
　
　
都
・
道
・
府
・
県
・
市
　
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

同
上
交
付
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　
　
　

障
　
　
　
害
　
　
　
名

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
　

年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

市
福
祉
事
務
所
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
　
　
村
　
　
長
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
上
記
の
と
お
り
身
体
障
害
者
手
帳
が
返
還
さ
れ
た
の
で
進
達
し
ま
す
。

（
備
考
）　
氏
名
は
記
名
押
印
又
は
署
名
の
い
ず
れ
か
と
し
て
く
だ
さ
い
。

（
裏
）

【
市
町
村
記
入
】
　
個
人
番
号
確
認
シ
ー
ト
　

　
※
不
備
が
あ
る
場
合
、
県
受
付
不
可
。　
※
本
人
死
亡
に
よ
る
返
還
届
の
場
合
の
み
、
以
下
記
入
不
要
。

�１
　
申
請
方
法
及
び
申
請
者
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

　
⑴
　
申
請
方
法
　
　
□
　
対
面
　
□
　
郵
送
　
□
　
オ
ン
ラ
イ
ン
　
□
　
電
話
　

　
⑵
　
申
 請
 者
　
　
□
　
本
人
　
□
　
代
理
人

２
　
個
人
番
号
の
収
集
に
用
い
た
書
類
等
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

□
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
　
旧
通
知
カ
ー
ド

　
　
※
現
「
個
人
番
号
通
知
書
」
は
、
個
人
番
号
を
証
す
る
書
類
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。

□
　
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
ま
た
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

□
　
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
　
※
原
則
使
用
し
な
い
こ
と

　
※
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
場
合
は
、
下
の
全
て
に
留
意
し
、
全
て
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

　
□
�　
他
の
方
法
に
よ
る
番
号
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
、
又
は
記
載
事
項
の
不
備
と
し
て
個
人

番
号
の
記
入
を
申
請
者
に
求
め
た
が
記
入
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
□
　
氏
名
・
生
年
月
日
・
住
所
の
３
情
報
以
上
を
用
い
て
照
会
し
、
個
人
番
号
を
収
集
し
た
。

□
　
そ
の
他
　
※
デ
ジ
タ
ル
庁
作
成
「
本
人
確
認
の
措
置
」
を
参
照
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

３
　
身
元
確
認
で
用
い
た
書
類
等
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

□
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
　
写
真
付
き
身
分
証
明
書
（
障
害
者
手
帳
を
含
む
）
　
…
　
１
点

□
　
写
真
無
し
身
分
証
明
書
ま
た
は
公
的
書
類
　
…
…
…
…
　
２
点

　
　
１
点
目
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
２
点
目
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

□
　
そ
の
他
　
※
デ
ジ
タ
ル
庁
作
成
「
本
人
確
認
の
措
置
」
を
参
照
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

４
　
個
人
番
号
の
収
集
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

市
町
村
担
当
者
　
押
印（
サ
イ
ン
）欄

受
付
担
当
者

進
達
担
当
者



（17）　令和６年３月29日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
十
五
号
中
「（第

16条
関
係

）」
を
「（第

17条
関
係

）」
に
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

十
四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
六
号
か
ら
様
式
第
十
八
号
ま
で
の
様
式
中
「（第

17条
関
係

）」
を
「（第

18条
関
係

）」
に
、「，

」
を
「、

」

に
改
め
、「自

筆
に
よ
る

」
を
削
り
、
様
式
第
十
六
号
を
様
式
第
十
五
号
と
し
、
様
式
第
十
七
号
を
様
式
第
十
六
号
と
し
、

様
式
第
十
八
号
を
様
式
第
十
七
号
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

�

　

療
育
手
帳
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
六
号

　
　
　
療
育
手
帳
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

療
育
手
帳
交
付
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
生
年
月
日
及
び
性
別
」
を
「
及
び
生
年
月
日
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「　

二
年
」
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

未
就
学
の
者　

二
年

　
　

ロ　

既
就
学
の
者　

三
年

「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中「

第
　
　
　
　
　
　
　
号
」

を「
第 だ
い　
　
　
　
　
　
　
号 ご
う」

に
、「（

　
　
年 ね
ん　
　
　
月 が
つ　
　
　
日 に
ち　

　
　
生 う

）」

を「（
　
　
年 ね
ん　
　
　
月 が
つ　
　
　
日 に
ち　
　
　
生 う

ま
れ
）」

に
、

「
性 せ
い別 べ

つ
　
住 じ
ゅ
う　
　
　
所 し
ょ　

を 「
　
住 じ
ゅ
う　
　
　
所 し
ょ　

に
、

」
」
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様式第 2号（第４条、第７条、第８条、第９条関係）

（表）

写真貼付
交付・再交付のみ
（４㎝×３㎝）

□　療育手帳［　交　付　・　再交付　］申請書

□　療育手帳［　記載事項変更　・　返　還　］届

� 　年　　　月　　　日　
宮 城 県 知 事 　殿� 申請（届出）者　　　　　　　　　（印）　
� （記名押印又は署名）　　

１　療育手帳の交付を受けたいので、次により申請します。� ２　療育手帳の再交付を受けたいので、次により申請します。
３　下記のとおり変更がありました。項目（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　４　次により療育手帳を返還します。

※申請（届出）者は、上記番号のいずれかを○で囲んだ後、太枠のみ記入してください。

手帳番号 交付年月日

� 年　　月　　日

管轄市町村 理由について○で囲んでください。（記載事項変更時は不要）

返　還 再交付 交　付 その他
↑交付申請の場合は空欄（右詰で記入してください。）

【本　人】

【確認欄】受付者氏名

TEL　　（�　　）

転居
死亡
自主的に返還
再判定で非該当

紛失
破損
記載欄余白なし
写真変更

新規
転入

氏　

名

フリガナ

年　　　　月　　　　日生

個人番号

※死亡による返還の場合のみ、個人番号の記入は不要です。

郵便番号 〒　　　－
※必ず記入してください。 電話番号 　　　　　（　　　　　）

現 住 所

【保護者】

氏　

名

フリガナ 本人との関係

※現住所については、本人と異なる場合のみ記入してください。

郵便番号 〒　　　－
※必ず記入してください。 電話番号 　　　　　（　　　　　）

現 住 所

障害
の
程度

合併
障害

判定年月日 次回判定要否 次の判定年月日 施行年月日

年　　月　　日 要・不要 年　��月 年　�月　�日

（参考事項）
１�　現在までに児童相談所又はリハビリ
テーション支援センターで診断・判定
を受けましたか。
　　はい（　　　年　　月頃）・いいえ
２　施設等に入所していますか。
　　はい・いいえ
　　　はいの場合（施設等の名称）
　　　　　　　　　　　　　　　　　
３�　特別児童扶養手当又は障害基礎年金
を受給していますか。

　　はい（１級・２級）・いいえ

（判定機関名）　　　　　　　　　　　

第　　　　　　号　
年　　　月　　　日　

　上記のとおり療育手帳について申請（届出）があったので、　　　　　します。

　　宮 城 県 知 事　　殿
� 　印　　

※必ず裏面の「個人番号確認シート」を市町村担当者が記入の上、進達してください。
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（裏）

【市町村記入】　個人番号確認シート

　※不備がある場合、県受付不可。　※本人死亡による返還届の場合のみ、以下記入不要。

�

１　申請方法及び申請者について、下の該当するものの□に✓を入れること。

　⑴　申請方法　　□　対面　□　郵送　□　オンライン　□　電話　

　⑵　申 請 者　　□　本人　□　代理人

２　個人番号の収集に用いた書類等について、下の該当するものの□に✓を入れること。

□　個人番号カード

□　旧通知カード

　　※現「個人番号通知書」は、個人番号を証する書類とはならないことに留意する。

□　個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

□　住民基本台帳システム　※原則使用しないこと

　※住民基本台帳システムを用いる場合は、下の全てに留意し、全ての□に✓を入れること。

　□�　他の方法による番号確認が困難であると認められた、又は記載事項の不備として個人番号の記入を申請者に求めたが記

入されなかった。

　□　氏名・生年月日・住所の３情報以上を用いて照会し、個人番号を収集した。

□　その他　※デジタル庁作成「本人確認の措置」を参照すること。

　　（� ）

３　身元確認で用いた書類等について、下の該当するものの□に✓を入れること。

□　個人番号カード

□　写真付き身分証明書（障害者手帳を含む）　…　１点

□　写真無し身分証明書または公的書類　…………　２点

　　１点目（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　２点目（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　その他　※デジタル庁作成「本人確認の措置」を参照すること。

　　（� ）

４　個人番号の収集が不可能である場合は、その理由を記入すること。

　　（� ）

市町村担当者　押印（サイン）欄

受付担当者 進達担当者
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様
式
第
三
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「し

ま
せ
ん

」
を
「し

な
い
こ
と
と
し
た
た
め
、
療
育
手
帳
交
付
規
則
第
６

条
に
基
づ
き
通
知
し
ま
す

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
3
号
の
2
（
第
10条
関
係
）

（
表
）

再
　
判
　
定
　
申
　
出
　
書

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

�
申
出
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
印
）

�
（
記
名
押
印
又
は
署
名
）
　
　
　
　
　

　
�

連
　
絡
　
先
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
）
　
　
　
　

　
療
育
手
帳
交
付
規
則
第
10条
第
１
項
に
規
定
す
る
障
害
程
度
の
確
認
（
再
判
定
）
を
受
け
た
い
の
で
、
同
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
申
し
出
ま
す
。

フ
リ
ガ
ナ

調
査
希
望
日

　
　
年
　
　
月
　
　
日

本
人
氏
名

フ
リ
ガ
ナ

保
護
者
氏
名

本
人
住
所

本
人
と
の
関
係

生
年
月
日

年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
　
　
　
　
　
歳
）
保
護
者
住
所

個
人
番
号

※
該
当
す
る
場
合
、
記
入
す
る
こ
と
。

　
施
設
入
所
中

（
施
設
名
�

）

　
病
院
入
院
中

（
病
院
名
�

）

特
別
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
の
有
無
　
　
　
　
　
　
　
有
　
・
　
無

　
（
次
回
診
断
年
月
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
）

※
経
由
機
関

記
載
欄

初　回

療
育
手
帳
番
号

第
　
　
　
　
　
　
　
　
号
総
合
判
定
Ａ
　
・
　
Ｂ

交
付
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

前　回

管
轄
市
町
村
名

判
定
年
月
日年　
　
　
月
　
　
　
日
　
　

総
合
判
定

Ａ
　
・
　
Ｂ

次
の
判
定
年
月年
　
　
　
月
　
　
　
　

今　回

管
轄
市
町
村
名

調
査
者
職
氏
名

面
接
者
氏
名
（
本
人
と
の
関
係
）

備
考

※
必
ず
裏
面
の
「
個
人
番
号
確
認
シ
ー
ト
」
を
市
町
村
担
当
者
が
記
入
の
上
、
進
達
し
て
く
だ
さ
い
。



（21）　令和６年３月29日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報

　

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
裏
）

【
市
町
村
記
入
】
　
個
人
番
号
確
認
シ
ー
ト

　
※
不
備
が
あ
る
場
合
、
県
受
付
不
可
。

�１
　
申
請
方
法
及
び
申
請
者
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

　
⑴
　
申
請
方
法
　
　
□
　
対
面
　
□
　
郵
送
　
□
　
オ
ン
ラ
イ
ン
　
□
　
電
話
　

　
⑵
　
申
 請
 者
　
　
□
　
本
人
　
□
　
代
理
人

２
　
個
人
番
号
の
収
集
に
用
い
た
書
類
等
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

□
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
　
旧
通
知
カ
ー
ド

　
　
※
現
「
個
人
番
号
通
知
書
」
は
、
個
人
番
号
を
証
す
る
書
類
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。

□
　
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
ま
た
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

□
　
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
　
※
原
則
使
用
し
な
い
こ
と

　
※
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
場
合
は
、
下
の
全
て
に
留
意
し
、
全
て
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

　
□
�　
他
の
方
法
に
よ
る
番
号
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
、
又
は
記
載
事
項
の
不
備
と
し
て
個
人

番
号
の
記
入
を
申
請
者
に
求
め
た
が
記
入
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
□
　
氏
名
・
生
年
月
日
・
住
所
の
３
情
報
以
上
を
用
い
て
照
会
し
、
個
人
番
号
を
収
集
し
た
。

□
　
そ
の
他
　
※
デ
ジ
タ
ル
庁
作
成
「
本
人
確
認
の
措
置
」
を
参
照
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

３
　
身
元
確
認
で
用
い
た
書
類
等
に
つ
い
て
、
下
の
該
当
す
る
も
の
の
□
に
✓
を
入
れ
る
こ
と
。

□
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
　
写
真
付
き
身
分
証
明
書
（
障
害
者
手
帳
を
含
む
）
　
…
　
１
点

□
　
写
真
無
し
身
分
証
明
書
ま
た
は
公
的
書
類
　
…
…
…
…
　
２
点

　
　
１
点
目
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
２
点
目
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

□
　
そ
の
他
　
※
デ
ジ
タ
ル
庁
作
成
「
本
人
確
認
の
措
置
」
を
参
照
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

４
　
個
人
番
号
の
収
集
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
（
�

）

市
町
村
担
当
者
　
押
印（
サ
イ
ン
）欄

受
付
担
当
者

進
達
担
当
者



号外第９号　令和６年３月29日　金曜日 （22）宮　　城　　県　　公　　報

　

様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様式第 ４号（第11条関係）

療 育 手 帳 交 付 台 帳

（市町村名）� 　年　月　日�現在

発　行　者 種別 級 氏 名 保 護 者 氏 名

判 定 履 歴

手 帳 番 号 IQ/DQ SQ
初回交付日 取 扱 機 関 性　　　別 生 年 月 日 続　　　柄 生 年 月 日
最終交付日 判 定 機 関 郵 便 番 号 電 話 番 号 郵 便 番 号 電 話 番 号
判　定　日 書 換 区 分 住　　　所 保護者住所
次判定年月
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様式第 ６号（第５条、第10条関係）

療 育 手 帳 判 定 書

（児童相談所用）

本
人

氏　　名 （男・女） 手帳番号 第　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

生年月日 　年　　　月　　　日 住　　所 市・町・村（　　　　　　）入所中

知
能
発
達
検
査

１　知能検査　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　IQ� 年　　　月　　　日　実施　　

２　発達検査　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）� 年　　　月　　　日　実施　　

DQ　　　（移動運動　　　手の運動　　　基本的習慣　　　対人関係　　　発語　　　言語理解　）

合
併
障
害

身
体
障
害

種 類
１　視覚　　２　聴覚　　３　平衡機能　　４　音声・言語　　５　そしゃく　　６　肢体不自由
７　心臓　　８　じん臓　　９　呼吸器　10　ぼうこう・直腸　　11　小腸　　12　免疫　　13　肝臓

程 度 身体障害者手帳　　　　　　　　１級　・　２級　・　３級　　（　　　）級

障害名

精神障害等
１　てんかん　　２　統合失調症　　３　気分障害　　
４　神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害　　５　その他（� ）

日

常

生

活

の

状

況

食　　事 １　全面介助　　２　スプーン・フォークが使える　　３　はしを使うがこぼす　　４　自立

排　　泄
１　おむつ使用　　２　おしえるが要介助　　３　ひとりで出来るが点検・介助が必要　　４　自立
　　時間排泄

着 脱 衣 １　全面介助　　２　脱げるが着られない　　３　ひとりで出来るが点検・介助が必要　　４　自立

移　　動
１　ねたきり　　　　２　はう　　　　３　立つ　　　　４　自立歩行
　　ねがえり　　　　　　　　　　　　　　伝い歩き　　　　交通機関の利用可

危 険 物 １　全くわからない　　２　特定の物・場所はわかる　　３　大体わかる　　４　心配ない

対人関係
１　乏しい対人関心　　２　大人との関わりを求める　　３　�一緒に友だち　　４　社会生活のきまりにそ�

と遊ぶ　　　　　　　った関わりができる

表出言語 １　発語なし　　２　単語が言える　　３　二～三語文が言える　　４　会話ができる

言語理解
１　指示は全く　　　２　簡単な指示は　　３　簡単な会話が　　４　抽象的なことばが理解できる
　　理解できない　　　　理解できる　　　　　理解できる

作　　業 １　作業はできない　　２　簡単な手伝い（配膳等）　　３　軽作業（掃除・洗濯等）　　４　単純作業　就労

問題行動
（有・無）

１　興奮　　２　多動　　３　常同行動　　４　固執性　　５　異食　　６　自傷　　
７　放浪・徘徊　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

障　 害 　名 （　最重度　・　重度　・　中度　・　軽度　）　知 的 障 害

総 合 判 定
判 定 年 月 日（　　　　　年　　　　　月　　　　　日）　　担 当 者

　　Ａ　・　Ｂ　　　非 該 当　　　　　　　　　　次の判定　　　　（　要　・　不要　）
（　　　　　→　　　　　への変更）　　　　　　　次の判定年月　　（　　　　　　年　　　　　　月）

第　　　　　　　号　
　　　　　年　　　月　　　日　

　　初
　　　　判定結果を上記のとおり報告します。
　　再
� 宮城県　　　児童相談所長　　印　　
　　宮城県知事　　　　　　　　　　殿
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様式第 ７号（第５条、第10条関係）

療 育 手 帳 判 定 書

（リハビリテーション支援センター用）

本　人
氏　名 （ 男・女 ） 手帳番号 第　　　　　　　　　　　　号

生年月日 年　　　　月　　　　日 住　所 市・町・村（　　　　　入所中）

知能検査

IQ　　　　　　　　　　（検査方法：　　　　　　　　　　）� 年　　　　月　　　　日　

特記事項

合併障害
身体障害

種　　類
１　視覚　 ２　聴覚　 ３　平衡機能　 ４　音声・言語　 ５　そしゃく　 ６　肢体不自由
７　心臓　 ８　じん臓　 ９　呼吸器　 10　ぼうこう・直腸　 11　小腸　 12　免疫　 13　肝臓

障害程度 身体障害者手帳　　　１級　・　２級　・　３級　・　（　　　　）級

障 害 名

精神障害 障 害 名
１　てんかん　　２　統合失調症　　３　気分障害　
４　神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害　　５　その他（　　　　　）

日常生活
における
基本的動
作

身辺処理 他人の助けがなけ
ればできない。

どうにか一人でできる
が周囲の手助け・促し
要。

衛生面や服装に助言・点
検が必要な程度。

衣類の処理・選択や調理
などには指示・助言要。

特記事項

移動交通 外出時には付き添
いが必要。

近距離で一定経路なら
一人で往復できる。

行き慣れた所で単純経路
なら交通機関の利用可。
又は自転車の運転ができ
る。

１～２回行ったことのあ
る所なら交通機関の利用
可。又は自動車の運転が
できる。

意思交換 簡単な指示を理解
し意思表示する。

２つ程度の指示を理解
し、挨拶や言葉での要
求ができる。

日常会話が理解でき、出
来事や聞いたことを人に
伝えられる。

書類等を読んで意味や内
容が理解でき、自分の経
験や考えを人にある程度
分かるように説明できる。

学習文化 文字の読み書き、
数処理はできない。

やさしい文字はどうに
か読んだり書いたりで
きる。

簡単な漢字混じりの文の
読み書きができる。

漫画本程度であれば、ス
トーリーを理解できる。
簡単な金銭計算可。

作　　業 指示により物を運
ぶ程度。

袋づめなどの単純作業
可。

監督者の下２～３の部品
の付け加え程度の作業が
できる。

簡単な道具や機械を使っ
た作業可。能率を要する
作業にも従事可。

問 題 行 動
（　有 ・ 無　）

内容

１　顕著で、常時付き添い、　　２　常時、注意と指導　　３　時々、注意や指導　　４　多少、注意や指導を
　　注意と指導が必要　　　 　　　が必要　　　　　　　　　が必要　　　　　　　　　する程度

障　害　名 （　最重度　・　重度　・　中度　・　軽度　）　　知 的 障 害

障 害 程 度
（ 総 合 判 定 ）

　　　Ａ　　・　　Ｂ　　　／　非該当

　（　　　　 → 　　　　への変更）

判定年月日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

次の判定　　　　　　　（　要　・　不要　）
次の判定年月� 　　　年　　　　月　

第　　　　　　　号　
　　　　　年　　　月　　　日　

　　初
　　　　判定結果を上記のとおり報告します。
　　再
� 宮城県リハビリテーション支援センター所長　　印　　　
　　　宮 城 県 知 事 　殿
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
療
育
手
帳
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
改
正
後
の
療
育
手
帳
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

�

　

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
七
号

　
　
　
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
号
中
「
千
四
百
四
十
円
」
を
「
千
四
百
九
十
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

在
宅
心
身
障
害
者
保
養
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
八
号

　
　
　
在
宅
心
身
障
害
者
保
養
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

在
宅
心
身
障
害
者
保
養
施
設
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
千
四
百
四
十
円
」
を
「
千
四
百
九
十
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

障
害
者
支
援
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
九
号

　
　
　
障
害
者
支
援
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

障
害
者
支
援
施
設
等
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
十
人
」
を
「
二
十
人
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
号
中
「
千
四
百
四
十
円
」
を
「
千
四
百
九
十
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
号

　
　
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
第
三
項
又
は
第
四
項
後
段
」
を
「
第
二
項
又
は
第
三
項
後
段
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

　

昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
保
健
所
使
用
料
等
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
等
の
額
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
表
二
の
項
中

「

一
件
に
つ
き�

一
、
七
〇
〇

」
を
「

一
件
に
つ
き�

二
、
五
〇
〇

」
に
改
め
る
改
正
規
定
は
、

同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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表
二
の
項
中
「

一
件
に
つ
き�

一
、
七
〇
〇

」
を
「

一
件
に
つ
き�

二
、
五
〇
〇

」
に
、「
一
、

四
〇
〇
」
を
「
一
、
五
〇
〇
」
に
、「
九
〇
〇
」
を
「
八
五
〇
」
に
、「
三
、
七
〇
〇
」
を
「
三
、
六
〇
〇
」
に
改
め
る
。

�

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

　

女
性
相
談
員
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
女
性
相
談
員
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

女
性
相
談
員
設
置
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
女
性
相
談
支
援
員
設
置
規
程

　

第
一
条
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
三
項
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え

る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
女
性
相
談
員
」
を
「
女

性
相
談
支
援
員
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
女
性
相
談
員
」
を
「
女
性
相
談
支
援
員
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
九
人
」
を
「
十
人
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
の
表
中
「
宮
城
県
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
宮
城
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
、「
塩
竈
市
、
名

取
市
、
多
賀
城
市
、
岩
沼
市
、
富
谷
市
、
亘
理
町
、
山
元
町
」
を
「
塩
竈
市
、
多
賀
城
市
、
富
谷
市
」
に
、

「

宮
城
県
北
部
保
健
福
祉
事
務
所

大
崎
市
、
色
麻
町
、
加
美
町
、
涌
谷
町
、
美
里
町

」
を

「

宮
城
県
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

岩
沼
地
域
事
務
所

宮
城
県
北
部
保
健
福
祉
事
務
所

名
取
市
、
岩
沼
市
、
亘
理
町
、
山
元
町

大
崎
市
、
色
麻
町
、
加
美
町
、
涌
谷
町
、
美
里
町

」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
女
性
相
談
員
」
を
「
女
性
相
談
支
援
員
」
に
、「
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


